
　　　　　　　　　　　　　　　　居宅介護支援契約書

       　　　　　　　様（以下、「利用者」といいます。）と　うつくしの里＜居宅介護支援事業所＞

管理者　　　　　　　（以下「事業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援

について次のとおり契約します。

（目的）

第１条　 事業者は、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って、居宅サービス計画の作成を支

　援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他

　の便宜を図ります。

（契約期間）

第２条　 この契約の契約期間は令和　 年　月　日から利用者の要介護認定又は要支援認定　

　 （以下「要介護認定等」といいます。）の有効期間満了日までとします。

　 ２　 原則として契約満了の３０日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の

　 申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

（介護支援専門員）

第３条　 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を、利用者へのサービスの担当者として

　 任命し、その選定又は交代を行った場合は、利用者にその氏名を通知します。

（居宅サービス計画作成及び変更の支援）

第４条　 事業者は、担当の介護支援専門員により、居宅サービス計画の作成を支援します。　

　 ２　 利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変

　 更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方が合意して居宅サービス計画を変更します。

（給付管理）

第５条　 事業者は、居宅サービス計画作成後その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、長野

　県国民健康保険団体連合会に提出します。

（要介護認定等の申請にかかわる援助）

第６条　 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を

　円滑に行えるよう利用者を援助します。

　２　事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。

（サービス提供の記録）

第７条　 事業者は、指定居宅介護支援の提供記録を作成することとし、この契約の終了後２年間

　保管します。

   ２  利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第１項のサービス

　実施記録を閲覧できます。

　 ３　利用者は、当該利用者に関する第１項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることが

　 できます。
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(料金）

第８条　 事業者が提供する居宅介護支援に対する料金規定は〔契約書別紙〕のとおりです。

（契約の終了）

第９条　 利用者は、事業者に対して文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約すること

　 ができます。

　 ２　 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して３０日の予告期間をおいて理由を

　 示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当

　 該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。

　 ３　 事業者は、利用者又はその家族が事業者や介護支援専門員に対して、本契約を継続し難

　 いほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することがで

　 きます。

　 ４　 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。

　　　①　利用者が介護保険施設に入所した場合。

　　　②　利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。

　　　③　利用者が死亡した場合。

（秘密保持）

第１０条　 事業者、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得

　 た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は

　 契約終了後も同様です。

　 ２　 事業者は、利用者から予め同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及

　 び家族の個人情報を用いません。

（賠償責任）

第１１条　 事業者は、サービスの提供にともなって、事業の責めに帰すべき事由により利用者の生

　 命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償します。

（身分証携行義務）

第１２条　 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や家族から提示を

　 求められたときは、いつでも身分証を提示します。

（相談、苦情対応）

第１３条　 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介

　 護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦

　 情等に対し迅速かつ適切に対応します。

（善管注意義務）

第１４条　 事業者は、利用者により委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる

　 管理者の注意をもってその業務を遂行します。
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（本契約に定めのない事項）

第１５条　 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。

　 ２   この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを

　 尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。

（裁判管轄）

第１６条　 利用者及び事業者は、この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の

　住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

　　上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通ずつ

　保有するものとします。

　　契約日　　　　　　　令和　　年　  月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（指定第２０７０２００２２１号）

　　事業者　　 事業者名　　　　うつくしの里＜居宅介護支援事業所＞

　　　　　　　　　所在地　　　　　松本市大字里山辺字藤井９１０－１

　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　利用者　　　住　　所

　　　　　　　　　 氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　

　　代理人　　  住　　所

　　　　　　　　　 氏　　名                                                              

　　　　　　　　　　　　　　利用者との続柄　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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〔契約書別紙〕

○　担当介護支援専門員

氏　名　　 連絡先 ３９－２２５５

○　料金 　

　　　　（１）利用料

　　　　　　 居宅介護支援利用料は、全額介護保険給付となり、利用者の自己負担はありません。

　　　　　　　但し、保険料の滞納等により、保険給付金が事業者に支払われない場合があります。

　　　　　  その場合は、一旦１カ月当り次の料金をいただき、サービス提供証明書を発行します

　　　　　　ので、後日サービス提供証明書を市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受け

　　　　　　られます。

利用料

　　　項目 　　　利用料金 　　　項目 　　　利用料金

要介護　１，２ 初回加算　

入院時情報連携加算Ⅰ

特定事業所加算Ⅱ 入院時情報連携加算Ⅱ

退院・退所加算

通院時情報連携加算

緊急時等居宅カンファレンス加算

※ 地域単価10.21の金額となります。

         （２）交通費通常の事業の実施地域（松本市）にお住まいの方は無料です。

それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問するために次の交通費実費が必要

となります。

　 １ｋm当り　　　　　　　　　　　１０円

　

　　　　（３）キャンセル料いつでも契約を解約することでき、キャンセル料は一切かかりません。

○　相談、要望、苦情等の窓口

居宅介護支援に関する相談、要望、苦情等は担当介護支援専門員か下記窓口まで

お申し出ください。

当事業所の相談窓口 担当

電話番号及び受付時間　 　　　　　　３９－２２５５　　月曜日～金曜日　　午前８：３０～午後５：００

松本市役所高齢福祉課　 　　　　　　３４－３２１４　　月曜日～金曜日　　午前８：３０～午後５：１５

国保連合会苦情窓口　 　　０２６－２３８－１５８０　　月曜日～金曜日　　午前８：３０～午後５：００

３，０６３円 ４，５９５円

５１０円

２，０４２円

４，０８４円

委託連携加算

ターミナルケアマネジメント加算

１１，０８８円 ３，０６３円

要介護　３，４、５ １４，４０６円 ２，５５２円

４，２９８円 ２，０４２円
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